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村下敏夫

｢お客さんのご職業は｣

｢水商売ですよJ

rご冗談でしぷう･…でもどちらの方ですか｡お料理

屋がそれとも･…J

い書拒り人から職業を闘がれたときには水商売と答

えることにしている.むずかしい仕事のようにうまく

説明するのは面倒だし気軽に話し合うためにもまずこ

う答えておいた方がよいからだ.それにしても水商

壷といえば普通の人はあまりいい印象をもっていない

よう淀.だいだい水に関する成句にいいものは少扱い.

広辞苑(新村出編)で水のところをあけると｢水に

する水に流す水になる水をさす水を向ける水

臭いJなどと破談や喧嘩の仲裁にぴったりするよ簑なも

のが多い.地下氷のことでよく相談紀こられ淀方から

前記のような成句のほかに水揚げ水かけ論氷旗注

どをあげてr水仁はろくなことぱがありま世んね｣とい

うお語かでたので｢水際立つみずみず(瑞瑞)し｣

というのもあるからお忘れなくといって大笑いしたこ

とがあつ淀｡

その租かでももっとも深刻なことははかんがい用

水終多い｢水争い｣ではなかろうか子供の頃員照

りがつづきかんがい用水が極度に減少して水路から

水を引くのに大人たちが血ま在こになって走り回ってい

たのを擦い出す.夜はちょうちんをさげて水田は取

り入れる堰の高さカミこわされないように水路の番や見

回りが幾属もつづいていた.昨年はとくに日照りが畏

く続い淀のでかんがい用水の取り合いで血を屍た事件

もあり淀ようだ｡また新興住宅地紀あ蕃一つの弗戸を

めぐって近所同士のいざこざもあり水を求めて㌘渇

水疎開｣が行なわれたりもっとひどく祖ると井戸水

を盗まれないように夜串終は勝重にふたをしておいた

などという話も聞かされ花.

河川水を利用する場合には水利権を得なければなら

恋い.かんがい用水夢)ように背から流水を慣習として

使用しているときにはその水がたと吏他人の所有地か

ら湧出する流水であってもザ英田地所有宥二流水健用

権ヲ生ジ水源地ノ所有者ト雛モ之ヲ侵スコトヲ得ズ｣(大

正6年2月6日大判)というように慣行水利権が認

められている.藩政時代には領主が勢力保持のため

に農業政策にカを注ぎ他の土地からの引水は勢力次

あろう.この地方に伝わる水争いの歴史はその豪ま

農民の歴史につ溶がるような気がする.

瀬戸内海は雨の少ない地方であるから大きな河川が

ないところでは溜池によってがんがい用水を支免てい

る.香州県はその代表的なとこるで吉野州から分水

される香川用水が讃岐平野をうる潟す襲では溜池のお

にしたがってその内容も淀ん淀ん豪華に扱って鯛な

どの品々が贈られるよう紀なるという.

とこるで地下水の権利は地表水とは違って土地

の所有者にある､このこおは民法篤郷号のズ所有

権の内容J第207条のギ土地所有権の艶麗｣で明記さ

れている曲

第206条所有醤ハ法令ノ制限内蝋於テ自由二其所有物ノ使用

収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス�
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策207条土地ノ所有権八法令ノ制限内二於テ共土地ノ上下二

及フ

この条文によると水が土地の構成部分をなしている

かぎりその土地の所有者は任意に水の使用および処分

をすることができるというのが大原則である.地下

水は土地の一部をなすものであるから井戸を掘って

これを利用することができるのである,

水争いはかんがい用水だけでなく井戸水の場合に

もつきものである.井戸水をめぐる訴訟は数多いカ婁

つぎにあげる上記の条項に基づく裁判所の判例は静岡

県におられた青島健雄さんらが苦心して収集されたもの

である.

〔様琴Ij濫用となるとされた例〕

(1)土地の廠有者がその土地に数個の掘りぬき井戸を掘さくし

てその地帯の水奮臓幽慈せ花だめその隣地の所有者に損

蜜を及ぼし花場合紀もしその掘さく行為が社会観念上適

幾な権利行使¢)範麗を逸脱した場制こは権利濫閑となる

(昭和10制O月2蝸東氏地9判明都§準1ワ)803号新聞

3913号S頁)｡

12)地下水の利用は土地所有者にあた走られた権利であるが

その権利行使は他人の有する地下水の利用権を不当に侵害

しない限度に限られるぺきでその侵害の程度が故意塞花

は過失により社会観念上被害者が受忍する相当程度を越え

花をきはザ権利の濫欄として不法行為か成立する(踊和13

牟婁月2蝸策捜異5判昭和0牢(ネ)隻247号新融望6勝

12頁)､

(土地所魯糠⑳為ぷ､sミ範囲の例〕

(1〕地下記浸潤し彪水の使照権はその土地の所有権に付随して

律するものでその土地所有着は自己の所有権行使土自由

にその水を使用するごおができした淡って地下浸潤の水

利を隣地または遊儲地の所有替が幾年間利用して慧危慣行

が勅るとしても地役権を生じない｡(大審明治29卸3月27

目氏王判明治28年407号民録2集金券m頁)

(2)法令または慣習等による制限がないかぎ夢他の土地の湧

水を害するζとを理由に淘る土地の所有者がその地を掘

って温泉を湧贈する隻とを禁止することはできない.(大

審明治38制蝸2蝸畏畔顯明治38年(オ)540号氏録11

集1702頁民抄録27巻ら708頁)

(3)土地の所有者はその地下に浸潤した水を自由に使用するこ

とカミできるがいったん隣地に浸透した以上はその使用

を拒否することがで蓄ない,(大正5隼蔓月111ヨ神戸地民

1判大正δ年(ワ)78号新聞1204号31頁判例2巻

民事22頁)

(41土地所有番はとくに地方の慣習に反しないかぎり所有地

剛こ勢を掘り湧出する水を必要に応じて使用することがで

曹る.(大重工0準8月婁賃寧葡階地判大里9年(ワ)58

号評論工五巻氏湊至㈱頁)

(5)同趣旨土地所有者はとくに地方の慣習に反しないかぎり

所1有地内に井を掘り湧出する水を必鄭ζ酪㌫て使用す篭こ

とがで書る.(大審昭和4年6月ユ煽厩僻易鰯禰遥牢

(オ)飢8号評論至8巻兵法951厨)

(6〕土地を使用処分することのできる者は水(弗薄氷》登自

由に使用することができるがその権利の行使も適幾の範

囲にとどめねばならない･(昭和δ年7月4貿菓地民凄判

昭和2牢(ワ)ユ199号評論19巻昆法1377頁)

.(7〕土地の廠宥翻凄他人の権利を侵害しない限度胸でのみそ

の所有地を纐窓くして地下水を利用いる権利を有す鳶山

(大審曙翻工3牢6月鱗録氏2判昭和ユ3牢(球)嬉56号

新融3⑪!号工煩)

⑧土地の所有著獄その所有権の劾カとしてその所有地を掘

蜜くして地下水を湧出させて使用す篭芯を淡で凄怒と吏

その液めに水脈を同じくする他の土地の湧水に影響を潟よ

ぼしてもその土地の所有者は前者の地下水の使用を妨げ

ることはできない｡(大審昭和13年7則順繰王糊曙和

エ3年(泳)δδ⑪号新触306脅至7頁)

この判例にみられるような地下永に関する訴訟はいま

も絶え放い同地下水のロンサルタントとして清躍して

おられる濁閑静雄さんのお請によると新設の井戸をめ

ぐって施主と業者との間で争ったことがあり一つの争

点として興味あることは砂か出る井戸は井戸として認

められるかという点であったという吉砂を大量に含ん

だ水は砂ごしをしなければ使用に耐えないから施主の

方はこんな井戸を注文したおぼえは狂いというし井戸

業普の方にもそれなりの言い分カミある､外園では井戸

の仕様書に砂の含有量カ瑚記されている場合カ婁あると

闘いている.永井戸は地下水を採取する井戸であるか

ら清澄な永だけが出るようにあってほしい.この訴訟

は閥閏さんの伸介で和解が成立したがもし裁判所の

判例がでたとしたらあとあとたいへんであったろう..

水争いは当時着カミカッカしているからあえて水を

さすような行為はさけまた仲介の労を水にすることな

くきれいさっぱりと水に流してしまいたいものである.

(牽制凄熔踊地質部)

人馨鶏動

蔵嗣延勇応用地質部長の退職にともない次のとおり人事異

動が行なわれた

中村久由地質調査所庭用地質部長(旧応用地質部灘境

地質課長)

大和栄次郎応用地質部環鏡地質課長(旧応用地質部主

任研究官)

河内英幸技徽部試錐課長(旧技術部試錐課圭紐獅究官)

以上昭和遁牌3肩閉付

工業技術院�


